
資料５

高知県水防計画書新旧対照表
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令和７年度からの主な変更点

１ 新しい防災気象情報・気象業務法及び水防法の一部を改正する法律に伴う変更

（１）第１章 総則 第３節 用語の定義（P１～４）

（２）第２章 水防体制 第１節 県の水防組織（P13）

（３）第３章 予報及び警報 第１節 気象庁が行う予報および警報（P19～21）

（４）第３章 予報及び警報 第２節 洪水予報河川における洪水予報（P34）

（５）第３章 予報及び警報 第４節 水位周知河川の水位情報（P52～53、P55）

（６）第４章 水防活動 第８節 決壊及び越水の通報 及び 第９節 決壊及び越水の通報（P65）

（７）第 12章 気象予報等の情報収集 第１節 （P152～153）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

第１章 総則

（省略）

第３節 用語の定義

（省略）

高潮予報海岸

国土交通大臣が、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある

ものとして指定した海岸。国土交通大臣は、高潮予報海岸において、気象庁

長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、高潮のおそれの状況

を水位を示して高潮の予報等を行う（法第 11条の３、気象業務法（昭和 27
年法律第 165号）第 14条の２第２項）。

（省略）

氾濫発生水位

洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生する水位（堤防天

端高（又は背後地盤高））をいう。市町村長の緊急安全確保措置の発令判断の

目安となる水位である。これまでの「氾濫する可能性のある水位」の名称を

変更したものである。

P１-４

第１章

総則

第３節

用語の定

義

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P13

第２章

水防体制

第１節

県の水防

組織
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

2 気象台が発表又は伝達する注意報及び警報

高知地方気象台長は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれ

があると認められるときは、その状況を四国地方整備局長及び知事に通知

するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知さ

せるものとする。

発表する注意報、警報、危険警報及び特別警報の種類及び発表基準は次

のとおりである。水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警

報は、指定河川洪水予報、指定海岸高潮予報を除き、一般の利用に適合す

る注意報、警報、危険警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活動

の利用に適合する特別警報は設けられていない。

水防活動の利用に適合する注意報、警報の名称と対応する一般の利用に

適合する注意報、警報、危険警報、特別警報の名称及びそれらの発表基準

は、次のとおりである。

P19

第 3 章

予報及び

警報

第 1節

気象庁が

行う予報

および警

報

2 気象台が発表する特別警報、警報、注意報の種類と基準（令和 6.5.23 現

在 高知地方気象台）

高知地方気象台長は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれ

があると認められるときは、その状況を四国地方整備局長及び知事に通知

するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知さ

せるものとする。

発表する特別警報、警報、注意報の種類及び発表基準は次のとおりであ

る。水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河

川洪水注意報及び警報を除き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特

別警報をもって代える。
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P19-21

第 3 章

予報及び

警報

第 1節

気象庁が

行う予報

および警

報
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P34

第３章

予報及び

警報

第２節

洪水予報

河川にお

ける洪水

予報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P34

第３章

予報及び

警報

第２節

洪水予報

河川にお

ける洪水

予報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P52-53

第３章

予報及び

警報

第４節

水位周知

河川の水

位情報
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P53

第３章

予報及び

警報

第４節

水位周知

河川の水

位情報
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P55

第３章

予報及び

警報

第４節

水位周知

河川の水

位情報
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

第８節 氾濫・決壊・漏水等の通報及びその後の措置

（１）氾濫等の通報

河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者が、その管理する河川、下

水道又は海岸について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が

切迫していると認める場合は、直ちにその状況を関係都道府県知事その

他関係者に通報するものとする。

通報を受けた知事（当該通報をした者が河川管理者又は海岸管理者で

ある国土交通大臣の場合にあっては、水防を担う国土交通大臣）は、そ

の状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該通

報に係る事項を直ちに水防管理者、量水標管理者及び市町村長並びに気

象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、こ

れを一般に周知させるものとする。

（氾濫等の通報のうち例外的な対応をする場合）

洪水予報河川、水位周知河川では、霞堤、河岸段丘や谷地など地形的

特徴から、相当に早い段階で浸水が生じる或いは氾濫が発生しても浸水

範囲等が限定的な区域においては、基準水位の対象としていないことか

ら、これらの区域については、氾濫等の通報対象ではあるが、レベル５

氾濫発生情報の発表の対象外にして、自治体と連携し個別に連絡するこ

とにより避難を呼びかける例外的な対応をする場合がある。例外的な対

応を行う区域については河川管理者と水防管理者で、事前に確認して定

めておくものとする。

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

（２）決壊・漏水等の通報

水防に際し、堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若し

くは異常な漏水が発生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の

長又は水防協力団体の代表者は、直ちに関係者（関係機関・団体）に通

報するものとする。

通報を受けた知事は、決壊により相当な損害を生ずるおそれがあると

認めるときは、当該通報に係る事項を直ちに水防管理者及び量水標管理

者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を

求めて、これを一般に周知させるものとする。なお、水防管理者又は市

町村長による緊急安全確保措置の指示があった場合は、水防管理者、水

防団、消防機関又は水防協力団体は直ちに待避を行い、安全な場所で監

視カメラ等により堤防その他の施設の決壊又は越水・溢水を確認できた

場合のみ通報を行う。

また、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引い

た（スライドダウンを行わない）高さを原則として設定されていること

から、断面不足等に起因する水等に関する危険情報が洪水予報や水位到

達情報に反映されていない。

そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情

報が関係者に直ちに通報されるよう、出水期前に、洪水時における堤防

等の監視、警戒及び連絡の体制・方法を関係者と確認しておくものとす

る。

（３）氾濫・決壊・漏水等の通報の内容

（１）（２）の氾濫・決壊・漏水等の通報は、次の通りとする。

（ア）河川管理者が行う氾濫等の通報

①氾濫等の通報を行う河川名、区域、通報基準、通報担当官署等

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

（４）氾濫・決壊・漏水等の通報系統

（１）（２）に関する氾濫・決壊・漏水等の通報系統は、（３）氾濫・決

壊・漏水等の通報の内容 （ア）河川管理者が行う氾濫等の通報 ②氾濫等

の伝達経路及び手段のとおりとする。通報先の関係市町村については、河

川等の管理者が氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとに氾濫水の到達が想定

される市町村を整理したものや、漏水発生状況等の確認を開始する水位及

び重点的に確認を行う区間を、事前に関係水防管理団体に提示することと

する。なお、通報を受けた水防管理者は、「第 10節 避難のための立退き又

は緊急に安全を確保すべき対応」及び、（５）決壊後の措置の対応を行う必

要があり、市町村長は災害対策基本法第 60条第 3項に基づき、緊急安全
確保の指示ができることとなっている。

（５）決壊等後の措置

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水

が発生したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水

防協力団体の代表者は、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう努め

るものとする。

P65

第４章

水防活動

第８節

決壊及び

越水の通

報

第９節

決壊及び

越水の通

報

（新設）
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令和８年度水防計画書（案）

R７

計画書

のページ

令和７年度水防計画書 備考

P152-153

第 12 章

気象予報

等の情報

収集

第１節


